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(1)令和５(2023)年度地域医療構想の進め方について
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平成29年4月24日 第66回社会保障審議会医療部会
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高度急性期・・・急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、診療密度が特に高い医療を提供する機能
急性期・・・急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、医療を提供する機能
回復期・・・急性期を経過した患者への在宅復帰に向けた医療やリハビリテーションを提供する機能
慢性期・・・長期にわたり療養が必要な患者を入院させる機能 3
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○通知：地域医療構想の進め方について（R5.3.31） 5



○ 都道府県は、毎年度、地域医療構想調整会議において合意した具体的対応方針をとりまとめること。

具体的対応方針のとりまとめには、以下の内容を含むこと。

① 2025年を見据えた構想区域において担うべき医療機関としての役割

② 2025年に持つべき医療機能ごとの病床数

⇒平成30年度以降の地域医療介護総合確保基金の配分に当たっては、具体的対応方針のとりまとめの進捗状況を考慮する。

○ 公立病院、公的医療機関等は、「新公立病院改革プラン」「公的医療機関等２０２５プラン」を策定し、平成29年度中に協議すること。

⇒協議の際は、構想区域の医療需要や現状の病床稼働率、民間医療機関との役割分担などを踏まえ公立病院、公的病院でなけ
れば担えない分野へ重点化されているかどうかについて確認すること。

○ その他の医療機関のうち、担うべき役割を大きく変更する病院などは、今後の事業計画を策定し、速やかに協議すること。

○ 上記以外の医療機関は、遅くとも平成30年度末までに協議すること。

「地域医療構想の進め方について」※のポイント

【個別の医療機関ごとの具体的対応方針の決定への対応】

地域医療構想調整会議での個別の医療機関の取組状況の共有

○ 都道府県は、個別の医療機関ごと（病棟ごと）に、以下の内容を提示すること。

①医療機能や診療実績 ②地域医療介護総合確保基金を含む各種補助金等の活用状況

③公立病院・公的病院等について、病床稼働率、紹介・逆紹介率、救急対応状況、医師数、経営に関する情報など

地域医療構想調整会議の運営

○ 都道府県は、構想区域の実情を踏まえながら、年間スケジュールを計画し、年４回は地域医療構想調整会議を実施すること。

○ 医療機関同士の意見交換や個別相談などの場を組合せながら、より多くの医療機関の主体的な参画が得られるよう進めること。

地域医療構想調整会議の協議事項

【その他】

○ 都道府県は、以下の医療機関に対し、地域医療構想調整会議へ出席し、必要な説明を行うよう求めること。

・病床が全て稼働していない病棟を有する医療機関 ・新たな病床を整備する予定の医療機関 ・開設者を変更する医療機関

※ 平成30年2月7日付け医政地発0207第１号厚生労働省医政局地域医療計画課長通知

第１３回地域医療構想に

関するＷＧ 資料１－１平成30年通知
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宇都宮地域医療構想調整会議とりまとめ部分
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公立・公的医療機関等の診療実績データの分析結果

8※令和２年１月17日付け医政地発0117第１号厚生労働省医政局地域医療計画課長通知別添１－１から一部抜粋
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部那須赤十字病院 0 ● ● 2

那須南病院 ● ● ● ● ● ● ● 7 ● ● ● ● 4

上都賀総合病院 ● ● ● ● 4 ● ● ● 3

JCHOうつのみや病院 ● ● ● ● ● ● ● 7 ● ● ● ● ● ● 6 ●

済生会宇都宮病院 ● 1 ● 1

NHO栃木医療センター ● ● ● 3 ● ● ● ● ● 5

NHO宇都宮病院 ● ● ● ● ● ● ● ● ● 9 ● ● ● ● ● ● 6 ●

栃木県立がんセンター ● ● ● ● ● ● ● ● 8 ● ● ● ● ● 5

芳賀赤十字病院 0 0

自治医科大学附属病院 ● 1 ● 1

新小山市民病院 ● ● ● ● ● 5 ● 1

とちぎメディカルセンターしもつが ● ● ● ● ● ● 6 ● ● ● 3

獨協医科大学病院 ● 1 ● ● 2

佐野厚生総合病院 ● ● 2 0

足利赤十字病院 ● 1 0



令和４年３月24日
地域医療構想の進め方について

（医政発0324第６号厚生労働省医政局長通知令和４年通知
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令和４年３月24日
地域医療構想の進め方について

（医政発0324第６号厚生労働省医政局長通知
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令和４年３月24日
地域医療構想の進め方について

（医政発0324第６号厚生労働省医政局長通知
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地域医療構想の内容（医療法で定められたもの）

１．２０２５年の医療需要
２．２０２５年に目指すべき医療提供体制
３．目指すべき医療提供体制を実現するための施策

例）医療機能の分化・連携を進めるための施設設備
医療従事者の確保・養成等

栃木県地域医療構想（H28年3月策定）について

消費税増税分を活用した
地域医療介護総合確保基金
（H26～）で、医療機関の
自主的な取組を支援するなど

地域医療構想で目指す医療提供体制

• 将来の医療需要・受療動向を踏まえた、必要な医療の確保
地域ごとに、① 総量の確保、② 機能ごとの確保、③ 空白地域がないような配置、
など考慮していく

• 医療機能の分化・連携による効率的な医療提供体制の構築
各医療機関の強み、得意分野を見える化し、地域で集約化、役割分担を図る取組など

• 地域での生活を支える、療養環境の整備
地域の特性に合わせ、入院、在宅医療、介護のベストミックスで慢性期の需要を支えていく
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その他の取組①その他の取組①
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その他の取組②その他の取組②

地域医療構想に係る医療機関向け勉強会の実施について
（令和５年１月16日付け厚生労働省医政局地域医療計画課事務連絡）

15

令和４年通知に基づき、厚生労働省に報告いただきました2022年９月末時点における検討状況について、令和４年12月に地域医療構想
及び医師確保に関するワーキンググループ等に報告したところ、民間医療機関を含めた医療機関の地域医療構想調整会議における議論の更
なる活性化のため、厚生労働省としても助言等の支援をすること等の意見がありました。

これを踏まえ、地域医療構想に関する情報提供を行い、その必要性について民間医療機関の理解を深める機会を設けるため、厚生労働省
において医療機関向け勉強会の実施案を策定いたしました。また、開催にあたっては、民間医療機関と関係の深い地方銀行との連携が効果
的であると考えられるため、別添のとおり、関係協会を通じて、別紙「地域医療構想にかかる医療機関向け勉強会実施概要」を配付の上、
本勉強会の企画について周知しております。当該勉強会を開催するにあたっては、都道府県より、各地方銀行に協力の相談をしていただけ
ればと思います。実施概要にも記載のとおり、厚生労働省としても講演等の実施や後援などによる協力を考えています。

都道府県におかれては、各構想区域における地域医療構想の検討状況を踏まえ、別紙「地域医療構想にかかる医療機関向け勉強会実施概
要」をご確認いただき、その目的等をご理解の上、地域医療構想に係る医療機関向けの勉強会の開催について、都道府県医師会や病院関係
団体と協議の上、当該都道府県所在の地方銀行との意見交換を踏まえ、ご検討いただき、検討結果を厚生労働省に報告いただくようお願い
します（開催の３ヶ月前までには開催の報告をすることとし、令和５年９月末までに開催の要否について報告するようお願いいたします。）

○民間医療機関の理解を深める。

○民間医療機関に地域医療介護総合確保基金
や税制優遇措置等について情報提供する。

○意見交換を通じて、都道府県、地方銀行、
民間医療機関等の関係者が今後の地域医療
提供体制、持続可能な医療機関の運営、各
医療機関の運営に対する考え方等について
関係者の認識を共有する。

目 的

【内容案】
以下の内容を基本としながら、地域の状況に応じて検討。都道府県から依頼が

あった際に、①、②の講演の実施及び後援について厚生労働省が協力する。

①医療提供体制を取り巻く状況・地域医療構想の推進：厚生労働省

②データで見る都道府県の医療提供体制について：大学、コンサル等
（都道府県の医療提供体制を取り巻く状況、医療需要分析）

③地域医療構想を推進する支援策について：都道府県
（県における公立公的医療機関の対応方針、基金、税制優遇措置、制度活用）

④意見交換

実施案



病床の機能分化・連携に係る医療機関向け補助事業

区分 対象経費 基準額 補助率

① 施設整備※ 回復期病床への機能転換に必要な新築・改築費用（工事
費又は工事請負費） 転換する病床１床当たり 9,000 千円 ２分の１

②1  設備整備※ 回復期病床への機能転換に必要な備品購入費 転換する病床１床当たり 360 千円 ２分の１

②2  スタッフ確保 ②1 により機能転換した病棟で勤務させるため新たに雇用し
た職員（OT、PT、ST）の人件費

１名当たり 月額 350 千円
１施設３名まで、１名につき最大12箇月分まで ２分の１

③ 経営診断
回復期病床への機能転換に向けた経営診断、収支分析等
のコンサルティング経費

（中小病院・有床診療所のみ）
１施設当たり 600 千円 ２分の１

④ 用途変更※ 回復期以外の病床を減少させ、他の施設に用途変更するた
めに必要な経費（工事費、工事請負費及び備品購入費）

減少する病床１床当たり
5,000 千円（施設整備）

360 千円（設備整備）
２分の１

⑤ 住民理解促進 機能分化・連携の取組や必要性について地域住民の理解を
得るための説明会や学習会の開催に必要な経費 １実施主体当たり 300 千円 ３分の２

⑥1 再編統合等の
計画策定

再編統合・機能分化連携に関する協議を行うために必要な
経費（県が計画策定に関与するものに限る） １団体当たり 1,000千円 定額

⑥2 再編統合等
施設整備

再編統合・機能分化連携を行うために必要な施設・設備の
整備費

再編統合・機能分化連携に資すると認められる
病床１床当たり 5,000 千円 ２分の１

※ ①、②1、④、⑥２の補助事業については、当該補助事業により取り組もうとする機能転換等の内容が地域医療構想に沿ったものであることを、地域医療構想調整会議において協議
（確認） された上で交付決定を行います。

令和５（2023）年度 予算額 815,000 千円
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病床機能再編支援事業費給付金
令和５（2023）年度 予算額 364,800 千円
区分 支給対象 支給要件 支給額

１ 単独支援給付金

平成30年度病床機能報告に
おいて、平成30年7月1日時点
の病床機能について、高度急
性期機能、急性期機能、慢性
期機能（対象３区分）と報告し
た病床数の減少に伴う病床機
能再編に関する計画を作成し
た医療機関

①地域医療構想調整会議の議論の内容及び医療審議会
の意見を踏まえ、都道府県が地域医療構想の実現に向け
て必要な取組であると認めたものであること。

②病床機能再編を行う医療機関における病床機能再編後
の対象３区分の許可病床数が、平成30年度病床機能報告
における対象３区分として報告された稼働病床数の合計の
90%以下であること。

２ 統合支援給付金

平成30年度病床機能報告に
おいて、平成30年7月1日時点
の病床機能について、高度急
性期機能、急性期機能、慢性
期機能（対象３区分）と報告し
た病床数の減少を伴う、支給
要件をすべて満たす統合計画
に参加する医療機関（統合関
係医療機関）

①地域医療構想調整会議の議論の内容及び医療審議会
の意見を踏まえ、都道府県が地域医療構想の実現に向け
て必要な取組であると認めたものであること。

②統合関係医療機関のうち１以上の病院が廃止となること。

③統合後、統合関係医療機関のうち１以上の医療機関が
運営されていること。

④令和８年３月31日までに統合が完了する計画であり、す
べての統合関係医療機関が計画に同意していること。

⑤統合関係医療機関の対象３区分の総病床数が10%以上
減少すること。

３ 債務整理支援
給付金

統合により廃止となる医療機
関の未返済債務を返済するた
めに融資を受けた医療機関

①統合支援給付金支給要件①～③に該当
②融資を新たに受けていること。

③金融機関から取引停止処分を受けていない、国税等の
滞納がないこと。

金融機関から新たに受けた融資に
対する利子の総額（融資期間は20
年、元本に対する利率は年0.5%を
上限）

病床稼働率
1床あたり単価
（削減）

50%未満 1,140千円

50%以上60％未満 1,368千円

60%以上70％未満 1,596千円

70%以上80％未満 1,824千円

80%以上90％未満 2,052千円

90%以上 2,280千円
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事務手続きの流れ

１ 医療機能分化・連携支援事業費補助金

募集 応募
地域医療構想
調整会議

交付申請
交付決定

工事
実績
報告

支払い

～Ｒ５．６．３０

＜第１弾＞ ※標準的なスケジュール

Ｒ５．７頃 Ｒ５．８頃 交付決定後 Ｒ６．４～Ｒ６．５

年度内完了

２ 病床機能再編支援事業費給付金

募集 応募
地域医療構想
調整会議

医療
審議会

工事
給付
申請

支払い

～Ｒ５．５．３１

＜第１弾＞ ※標準的なスケジュール

Ｒ５．７頃 Ｒ５．８頃 Ｒ６．４～Ｒ６．５

完了後、変更届（病床削減）を
センターへ提出
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実戦：2015年国勢調査をベースにした2045年までの推計
破線：2010年国勢調査をベースしたに2040年までの推計

（出典：国立社会保障・人口問題研究所）

栃木県の人口推計（年齢別）

※ 国立社会保障・人口問題研究所 「日本の地域別将来推計人口（平成30（2018）年推計）」により算出 19
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※ 国立社会保障・人口問題研究所 「日本の地域別将来推計人口（平成30（2018）年推計）」により算出

医療圏ごとの人口推計（年齢別）

（単位：人）
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（受療率）

• 推計患者数を人口で除して人口10万対であらわした数。

• 性、年齢、都道府県別の受療率については、それぞれ当該性、年齢、都
道府県別人口を用いて算出している。

（推計患者数）

• 調査日（病院は、平成29年10月17日（火）～19日（木）の３日間のう
ち病院ごとに指定した１日）に、病院、一般診療所、歯科診療所で受療し
た患者の推計数。

調査日に人口あたり何人の患者が受療していたか。

患者調査（政府統計）における受療率等について

21



【参考】 患者調査 疾病一覧

Ⅰ 感染症及び寄生虫症

腸管感染症／結核／皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス性疾患／真菌症／その他の感染症及び寄生虫症

Ⅱ 新生物＜腫瘍＞

（悪性新生物＜腫瘍＞）（再掲）／胃の悪性新生物＜腫瘍＞／結腸及び直腸の悪性新生物＜腫瘍＞／ 気管，気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞／その他の悪性新生物＜腫瘍＞

／良性新生物＜腫瘍＞及びその他の新生物＜腫瘍＞

Ⅲ 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害

貧血／その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害

Ⅳ 内分泌，栄養及び代謝疾患

甲状腺障害／糖尿病／脂質異常症／その他の内分泌，栄養及び代謝疾患

Ⅴ 精神及び行動の障害

統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害／気分［感情］障害（躁うつ病を含む）／神経症性障害，ストレス関連障害及び身体表現性障害／その他の精神及び行動の障害

Ⅵ 神経系の疾患

Ⅶ 眼及び付属器の疾患

白内障／その他の眼及び付属器の疾患

Ⅷ 耳及び乳様突起の疾患

外耳疾患／中耳炎／その他の中耳及び乳様突起の疾患／内耳疾患／その他の耳疾患

Ⅸ 循環器系の疾患

高血圧性疾患／（心疾患（高血圧性のものを除く）（再掲））／虚血性心疾患／その他の心疾患／（脳血管疾患）（再掲）／脳梗塞／その他の脳血管疾患／その他の循環器系の疾患

Ⅹ 呼吸器系の疾患

急性上気道感染症／肺炎／急性気管支炎及び急性細気管支炎／気管支炎及び慢性閉塞性肺疾患／喘息／その他の呼吸器系の疾患

ⅩⅠ 消化器系の疾患

う蝕／歯肉炎及び歯周疾患／その他の歯及び歯の支持組織の障害／胃潰瘍及び十二指腸潰瘍／胃炎及び十二指腸炎／肝疾患／その他の消化器系の疾患

ⅩⅡ 皮膚及び皮下組織の疾患

ⅩⅢ 筋骨格系及び結合組織の疾患

炎症性多発性関節障害／脊柱障害／骨の密度及び構造の障害／その他の筋骨格系及び結合組織の疾患

ⅩⅣ 腎尿路生殖器系の疾患

糸球体疾患，腎尿細管間質性疾患及び腎不全／乳房及び女性生殖器の疾患／その他の腎尿路生殖器系の疾患

ⅩⅤ 妊娠，分娩及び産じょく

流産／妊娠高血圧症候群／単胎自然分娩／その他の妊娠，分娩及び産じょく

ⅩⅥ 周産期に発生した病態

ⅩⅦ 先天奇形，変形及び染色体異常

ⅩⅧ 症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの

ⅩⅨ 損傷，中毒及びその他の外因の影響

骨折／その他の損傷，中毒及びその他の外因の影響

ⅩⅩⅠ 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用

正常妊娠・産じょくの管理／歯の補てつ／その他の保健サービス
22



H23 H26 H29 H29-H26比較

総数 6,564 6,297 6,653 →

（悪性新生物＜腫瘍＞） 211 205 248 ↑

糖尿病 196 194 201 →

Ⅵ 神経系の疾患 138 161 206 ↑

Ⅸ 循環器系の疾患 870 912 877 →

（心疾患（高血圧性のものを除く）） 125 128 123 →

虚血性心疾患 53 52 35 ↓

（脳血管疾患） 193 170 192 ↑

Ⅹ 呼吸器系の疾患 740 555 528 →

肺炎 40 27 33 ↑

ⅩⅠ 消化器系の疾患 986 948 1,033 →

ⅩⅢ 筋骨格系及び結合組織の疾患 816 676 798 ↑

ⅩⅥ 周産期に発生した病態 6 10 8 ↓

ⅩⅨ 損傷，中毒及びその他の外因の影響 363 336 349 →

（人口10万対）

受療率（全疾患） （H23・26・29患者調査-入院・外来）

※平成23,26,29年患者調査「受療率（人口10万対），性・年齢階級×傷病分類別」より抜粋
※10%以上の増：↑、10%以上の減「↓」、左記以外「→」 23



H23 H26 H29 H29-H26比較

総数 896 901 918 →

（悪性新生物＜腫瘍＞） 92 92 102 ↑

糖尿病 15 13 15 ↑

Ⅵ 神経系の疾患 61 65 74 ↑

Ⅸ 循環器系の疾患 176 169 161 →

（心疾患（高血圧性のものを除く）） 34 39 44 ↑

虚血性心疾患 9 10 9 ↓

（脳血管疾患） 127 119 105 →

Ⅹ 呼吸器系の疾患 69 63 68 →

肺炎 31 24 26 →

ⅩⅠ 消化器系の疾患 42 50 49 →

ⅩⅢ 筋骨格系及び結合組織の疾患 45 36 42 ↑

ⅩⅥ 周産期に発生した病態 4 8 6 →

ⅩⅨ 損傷，中毒及びその他の外因の影響 73 71 81 ↑

（人口10万対）

※平成23,26,29年患者調査「受療率（人口10万対），性・年齢階級×傷病分類別」より抜粋
※10%以上の増：↑、10%以上の減「↓」、左記以外「→」

受療率（全疾患） （H23・26・29患者調査-入院）
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H23 H26 H29 H29-H26比較

総数 5,668 5,396 5,736 →

（悪性新生物＜腫瘍＞） 119 113 146 ↑

糖尿病 182 181 186 →

Ⅵ 神経系の疾患 77 96 132 ↑

Ⅸ 循環器系の疾患 695 744 716 →

（心疾患（高血圧性のものを除く）） 91 89 79 ↓

虚血性心疾患 45 42 25 ↓

（脳血管疾患） 65 52 87 ↑

Ⅹ 呼吸器系の疾患 671 492 460 ↓

肺炎 9 2 7 ↑

ⅩⅠ 消化器系の疾患 945 898 984 ↑

ⅩⅢ 筋骨格系及び結合組織の疾患 771 640 756 ↑

ⅩⅥ 周産期に発生した病態 2 2 2 →

ⅩⅨ 損傷，中毒及びその他の外因の影響 289 266 268 →

（人口10万対）

受療率（全疾患） （H23・26・29患者調査-外来）

※平成23,26,29年患者調査「受療率（人口10万対），性・年齢階級×傷病分類別」より抜粋
※10%以上の増：↑、10%以上の減「↓」、左記以外「→」 25
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※平成23,26,29年患者調査「受療率（人口10万対），性・年齢階級×傷病分類別」

がんの年齢階級別受療率（H23・26・29患者調査、入院・外来別）
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※平成23,26,29年患者調査「受療率（人口10万対），性・年齢階級×傷病分類別」

肺炎の年齢階級別受療率（H23・26・29患者調査、入院・外来別）

（人口10万対）
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22,620 
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32,010 
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宇都宮・県南・県北医療圏では2025-2035年をピークに減少に転じる一方、両毛・
県西・県東医療圏ではすでに減少傾向となっている。

※平成29年患者調査「受療率（人口10万対），性・年齢階級×傷病分類別」
※国立社会保障・人口問題研究所 「日本の地域別将来推計人口（平成30（2018）年推計）」

推計患者数の変化（2018年推計×H29患者調査-入院・外来）

（単位：人）
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入院については、多くの医療圏において、2030年度をピークに減少に転じる一方、
宇都宮医療圏は2045年以降に最大を迎える。

※平成29年患者調査「受療率（人口10万対），性・年齢階級×傷病分類別」
※国立社会保障・人口問題研究所 「日本の地域別将来推計人口（平成30（2018）年推計）」

推計患者数の変化（2018年推計×H29患者調査-入院）

（単位：人）
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外来については、宇都宮・県南では2030-2035年をピークに減少に転じる一方、
県北・両毛・県西・県東医療圏ではすでに減少傾向となっている。

※平成29年患者調査「受療率（人口10万対），性・年齢階級×傷病分類別」
※国立社会保障・人口問題研究所 「日本の地域別将来推計人口（平成30（2018）年推計）」

推計患者数の変化（2018年推計×H29患者調査-外来）

（単位：人）
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※平成23,29年患者調査「受療率（人口10万対），性・年齢階級×傷病分類別」
※国立社会保障・人口問題研究所 「日本の地域別将来推計人口（平成30（2018）年推計）」

推計患者数（全疾患、入院・外来合計）の差
（2018年推計×H29患者調査ー2013年推計×H23患者調査）
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